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第１章 総則

第１節 目的等

(目的)

第 1 条 本計画は、H25-27 国営アルプスあづみの公園運営管理業務アルプスあづみの公園マネジ

メント共同体（以下「アルプスあづみの公園マネジメント共同体」という。）が、国営ア

ルプスあづみの公園管理センター堀金・穂高地区（以下「センター」という。）において、

国営アルプスあづみの公園堀金･穂高地区における防火管理の徹底を期し、防火管理につ

いて必要な事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防と人命の安全及び被害の予防

及び軽減を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第 2 条 この計画は、センター内に勤務し、出入りするすべての関係者に適用する。

第２節 管理権限者と防火管理者の業務と権限

(管理権限者)

第 3 条 管理権限者（以下「管理センター長」という。）は、センターの防火管理業務について、

すべての権限責任を有する。

１．センター長は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権

限を持つ者を防火管理者に選任して、防火管理業務を行わなければならない。

２．センター長は防火管理者が消防計画を作成あるは変更する場合、必要な指示を与えなればな

らない。

３．センター長は、建物の防火上の不備箇所や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合、速や

かに改修しなければならない。

(防火管理者)

第 4 条 防火管理者は、本消防計画においてすべての権限を持って、次の業務を行う。

１．自衛消防組織の編成と任務分担

２．火災予防上の自主検査の実施と維持管理

３．消防用設備等の点検とその立会い及び維持管理

４．防火、避難施設の維持管理

５．収容人員の適正管理

６．従業員等に対する防火上に必要な情報の周知徹底

７．消火、通報及び避難訓練の実施

８．消防機関との連絡

９．センター長への報告等

10．その他
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第３節 消防機関への報告、通報等

(消防機関への報告、通報等)

第 5 条 防火管理者は、前条で報告又は提出した書類等の写しをその他防火管理業務に必要な書

類等を一括して編纂し、保管する。

（※）消防用設備等の法定点検の実施

消防用設備等 点 検 実 施 月 日

機器点検 総合点検

消 火 器 年 2 回

自動火災報知設備 年 2 回 年 1 回

誘 導 灯 年 2 回

非常ベル・放送設備 年 2 回 年 1 回

配      線 年 2 回 年 1 回

種別 届出等の時期 届出者等

防火管理者選任(解任)届 防火管理者を選任又は解任した時 センター長

消防計画作成(変更)届

消防計画を作成又は次の事項を変更した時

(1)管理権限者又は防火管理者の変更

(2)自衛消防組織の変更

(3)用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防

用設備等の変更

(4)防火管理業務の一部委託に関する事項の変更

防火管理者

禁止行為の解除承認
禁煙、裸火の使用又は危険物品の持ち込みが禁止さ

れている場所で、これらの行為を行おうとするとき
センター長

消防訓練実施計画書 消防訓練を実施する 10 日前 防火管理者

消防用設備等点検結果報告

（※）

半年に１回（総合点検終了後の消防用設備等点検結

果報告書）、国営アルプスあづみの公園事務所と連

携し報告を行う。

国営アルプス

あづみの公園

事務所（防火管

理者の確認後）

防火対象物定期点検結果報

告書

1 年に１回国営アルプスあづみの公園事務所と連

携し報告を行う。

国営アルプス

あづみの公園

事務所

消防用設備等の設置届出

自動火災報知設備を増設、改設、移設したとき国営

アルプスあづみの公園事務所と連携し設置届出を

行う。

国営アルプス

あづみの公園

事務所
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第４節 防火管理委員会の設置

(防火管理委員会)

第 6 条 防火管理業務の適正な運用を図るためセンターに防火管理委員会を置く。

１．防火管理委員会の構成は、別表１のとおりとする。

２．会議のメンバーは、基本的に防火管理委員会で構成する。

３．以下の場合は、会議を開催する。

(1)消防計画の変更に関すること。

(2)防火管理者等からの報告、提案によりセンター長が会議を開催する必要があると認めたとき。

(3)防火・避難施設、消防用設備等の点検・維持管理に関すること。

(4)自衛消防組織の実施細部に関すること。

(5)火災予防上必要な教育に関すること。

(6)その他

第２章 予防管理対策

第１節 火災予防上の点検・検査

(日常の火災予防)

第 7 条 防火管理者は、所定の区域ごとに防火責任者又は火元責任者（以下「防火責任者等」と

いう。）を定め、日常の火災予防の徹底を図らなければならない。

第２節 点検結果の報告等

(点検結果の報告等)

第 8 条 自主点検を実施した際に、結果、不備及び欠陥部分の改修について、センター長に報告

し、指示を受け改修計画を策定する。

第３節 火災予防措置

(火気の使用制限等)

第 9 条 防火管理者は、喫煙及び火気等の使用制限を行うものとする。

１．喫煙可能場所及び火気使用設備・器具が使用できる場所

(1)喫煙可能場所

喫煙できる場所は、下記の通りの灰皿設置箇所のみとする。

・公園管理センター

・ガイドセンター

・あづみの学校

・レストラン あづみの

・展望テラス

・水辺の休憩所
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・野の休憩所

・須砂渡事務所

・穂高口

(2)火気使用設備・器具が使用できる場所

・厨房及び給湯室

・アルプスあづみの公園事務所が許可をした場所

２．喫煙及び火気使用設備・器具の使用に関する注意事項は以下の通りとする。

(1)火気使用設備・器具は指定された場所で使用するとともに、本来の目的以外には使用しないこ

と。

(2)火気使用設備・器具を使用する際には、事前に器具等を点検してから使用すること。

(3)火気使用設備・器具を使用する際には、周囲を整理整頓し、可燃物に接近して使用しないこと。

(4)火気使用設備・器具を使用した後には、必ず安全点検を行い、確認すること。

(5)喫煙所以外では、喫煙しないこと。

(6)催物等において、一時的に火気を使用する場合は、防火管理者の承認とセンター長の承認を得

て、アルプスあづみの公園事務所に協議し許可をとること。

(避難施設等における遵守事項)

第 10 条 防火管理者及び従業員等は避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、以下の

事項を遵守する。

１．避難口・廊下・階段及び避難経路等の避難施設

・避難の障害となる設備を設けない他、物品を置かないこと。

・床面は、避難に際してつまずき、すべり等を生じさせないように維持すること。

・避難口等に設ける戸は、容易に開錠し、かつ解放できるとともに、解放した戸が廊下等の幅

員を避難上有効に確保できること。

２．火災が発生したときの延焼防止又は有効な消防活動を確保するための防火施設

・防火設備及び防火シャッターは、常時閉鎖出来るようにその機能を有効に保持し、かつ、閉

鎖の障害となる物を置かないこと。

・防火設備に接近して、延焼の媒介となる可燃性物品を置かないこと。なお、容易に除去でき

ない場合には、速やかに防火管理者に報告する。

(避難経路図の管理)

第 11 条 防火管理者は、避難経路図を作成し、管理権限者に提出するとともに、これを自衛消防

隊員及び従業員に周知する。

(収容人員の管理)

第 12 条 防火管理者は、当該防火対象物の収容能力を把握し、過剰な人員が入場しないよう従業

員に周知する。

１．一時的な催物等により、混雑が予想される場合には、避難通路の確保、避難誘導員の配置な

どの必要な措置を図る。
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第４節 工事中の安全対策

(工事中の安全対策)

第 13 条 工事を行う場合は、防火管理者が、工事中の安全対策を策定する。

１．防火管理者は、作業員に対して以下の事項を遵守させる。

(1)溶接や溶断を行う場合は、事前に消火器等を準備させること。

(2)防火管理者が指定した場所以外では、喫煙を行わないこと。

(3)放火を防止するため、資機材等を整理整頓すること。

(4)その他防火管理者が指示すること。

第５節 放火防止対策

(放火防止対策)

第 14 条 防火管理者は、以下の事項に留意し、放火防止対策に努める。

１．建物の周囲及び廊下、階段室、トイレ等の可燃物を整理整頓すること。

２．物置及び倉庫等の鍵の管理と施錠を励行すること。

３．アルバイトやパート等の従業員の明確化を行い、不法侵入者の監視を行うこと。

４．監視カメラによる定期的な監視及び巡回による定期、不定期な監視を行い、死角を解消する。

５．火元責任者等及び最後に退社する者が、火気及び施錠の確認を行うこと。

６．駐車場内の車輌は、施錠すること。

７．建物内が無人の場合は、施錠すること。

第３章 自衛消防活動対策

(自衛消防隊の編成等)

第 15 条 火災その他災害が発生した場合に、被害を最小限に留めるため、自衛消防隊を編成する。

１．自衛消防隊の組織及び任務分担は、別表２及び別表３のとおりとする。

(自衛消防隊の活動範囲)

第 16 条 自衛消防隊の活動範囲は、国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区範囲内とする。

第４章 休日、夜間の防火管理体制

(休日、夜間の火災予防管理)

第 17 条 夜間等従業員の数が著しく少なくなる時間帯においては、あらかじめ退社時間前に巡回

を行い、火元を確認し、火災予防の安全確保に努める。また、休日は、休日に入る前日

の退社時間前に巡回し、火元を確認し火災予防に努める。
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(休日、夜間における自衛消防活動)

第 18 条 休日、夜間等従業員の少ない時間における自衛消防活動は、第 16 条で定める任務分担

に基づき、在館する隊員が以下の措置を行う。

１．通報連絡

２．初期消火

３．避難誘導

４．消防隊員への情報提供

５．緊急連絡網による関係者への連絡

第５章 震災対策

第１節 震災事前措置

第 19 条 地震時の災害を予防するために、以下の措置を行うように努める。

１．火気使用設備・器具の上部及び周囲に、転倒落下の恐れのある物品、燃えやすい物品を置か

ないこと。

２．火気使用設備・器具の自動消火装置等の作動状況を確認すること。

３．危険物等の落下、転倒、浸水等による発火防止の確認を行うこと。

第２節 警戒宣言発令時の対策

（警戒宣言発令時の自衛消防組織）

第 20 条 警戒宣言が発令されたときの自衛消防隊は、別表２及び別表３に定める任務を遂行する。

(休日及び夜間における対応)

第 21 条 センター長を中心に、在館者で別表２及び別表３に定める任務を分担して行う。

１．別に定める緊急連絡表により必要な要因を招集しなければならない。

２．警戒宣言の発令を知った時、なるべく自主的に参集するようにする。

(従業員に対する警戒宣言発令の伝達等)

第 22 条 警戒宣言が発令された場合、従業員及び作業員に対して、放送設備等を利用して速やか

に伝達する。

１．自衛消防隊長は、避難誘導班に指定されている者を所定の配置をさせる。

(在館者に対する警戒宣言発令の伝達)

第 23 条 在館者等に対する警戒宣言発令の伝達は、避難誘導班の配置が完了したことを確認した

後、放送設備により行う。
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(誘導案内)

第 24 条 避難誘導班は、所定の位置につき、適切な誘導及び案内により混乱の防止に努める。

１．避難誘導は、混乱の防止を図るため、避難しなければならない階に近い階層から順次実施す

する。

(火気使用の中止等)

第 25 条 警戒宣言が発令されたときは、禁煙とし、火気使用設備・器具の使用も原則として中止

する。

    なお、やむを得ず火気を使用する際は、防火管理者の承認を得た後、消火体制を講じ

た上で最小限の使用とする。

１．危険物の取扱いは直ちに中止する。なお、やむを得ず取り扱う場合は、防火管理者の承認を

得て、出火防止等の対策を講じる。

２．エレベーターは、地震時管制運転装置付き以外のものについて運転を停止する。

(従業員が行う被害防止措置)

第 26 条 警戒宣言が発令された場合、館内の被害を防止するため以下について定める措置を講じ

るように努める。

１．事務機器の転倒、落下防止

２．窓ガラス等の破損、散乱防止

３．避難通路の確保、非常口の開放等

４．初期消火の水等の確保

５．非常持出品の準備

第３節 震災対策

(震災時の初期対応)

第 27 条 地震が発生した場合は、身の安全を守ることを最優先かつ速やかに以下の初期対応に努

める。

１．火気使用設備・器具の近くにいる従業員は、元栓・器具栓の閉止又は電気の遮断を行う。ま

た、各火元責任者はその状況を確認し、防火管理者等に報告すること。

２．ボイラーの使用停止と燃料バルブ等の閉鎖を行う。

３．全従業員で周囲の機器や物品等の転倒、落下等の有無を確認し、異常があった場合は、防火

管理者に報告すること。

４．防火管理者は、建物内等の火気使用設備・器具・危険物施設等について点検を実施し、その

結果を防火管理者等に報告すること。なお、異常が認められた場合は、至急応急に処置する

こと。

５．防火管理者は、上記１～４による被害状況等を把握すること。

６．火気使用設備・器具は、安全が確認された後に使用すること。
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第４節 地震時の活動

(地震時の活動)

第 28 条 地震時の活動は、第 28 条及び自衛消防活動による他、以下の事項を実施することに努

める。

１．情報収集・伝達活動

通報連絡班は、テレビ、ラジオ等による地震情報の収集を行い、周辺の状況を把握すること。

２．救出・救護

・救出及び救護については、応急救護班が中心となり他の自衛消防隊員と協力して実施に努め

る。

・負傷者が発生した場合、応急手当を行うとともに負傷程度に応じ、応急救護所及び医療機関

に搬送すること。

・地震の規模により消防隊等による搬出がかかる場合、救出資機材を活用して救出活動に努め

る。

３．避難誘導活動

・避難誘導班は、在館者等を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令があるまで、照明器具等

の落下に注意しながら柱周りや壁際等の安全な場所で待機させること。

・避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の指示により行うこと。

・在館者等を広域避難場所まで避難誘導を行う場合、事前に順路、道路状況、地域の被害状況

について説明をすること。

・避難誘導を行う場合は、先頭と最後尾に避難誘導班員を配置し、避難者の安全を十分注意し

ながら誘導すること。

・避難する際は、車輌等を使用せず全員徒歩により行うこと。

・避難する際は、分電盤を遮断すること。

・避難誘導は、避難誘導担当と協力して行うこと。

４．避難路の確保

安全防護班は、避難者の安全を確保するために、避難通路に落下、転倒、倒壊した物品の除

去を行うように努める。

第６章 防災教育及び自衛消防訓練

第１節 防災教育等

第 29 条 防災教育は、以下の表に従い計画事項・計画内容・実施回数を定める。

計画事項 計画内容 実施回数

従業員等に対する教育

１．防火管理の周知徹底

２．防火管理上の注意事項

３．各従業員の防火管理に関する任務及び責任の

周知徹底

年２回
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４．その他火災予防上必要な事項（火災予防及び

消火に関する知識）

新任者に対する教育

１．防火管理の周知徹底

２．防火管理の遵守事項

３．安全な作業に関する基本的事項

４．消防計画の周知徹底

５．その他火災予防上必要な事項（避難の要領等）

採用時１回

第２節 自衛消防訓練

(自衛消防訓練の種別等)

第 30 条 防火管理者は、計画的に自衛消防訓練を実施することに努める。

１．訓練指導者は、自衛消防隊長とし訓練時における事故防止及び安全対策の確立を図る。

２．訓練の種別は、消火訓練、避難誘導訓練とする。

項目 種別 実施予定時期

自衛消防訓練 １．消火訓練

２．総合訓練

（通報・避難訓練）

９月、３月

（※レストラン含む）

(消防機関への通報)

第 31 条 防火管理者は、自衛消防訓練の実施結果を確認し、その結果を日常の防火管理体制及び

次回に実施する自衛消防訓練に反映させるように努める。
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別表１

アルプスあづみの公園 防火管理委員会構成名簿

役職名 役職 氏名 緊急連絡先

委員長 管理センター長 緒方 京一 080-9559-7462

副委員長 副管理センター長 中山 広美 090-9559-7463

防火管理者 総務課長 竹明 昇 090-4068-8713

番号 役職 氏名 緊急連絡先

１ 企画･広報担当課長補佐 合田 健太郎 090-4180-3427

２ 広報担当調査役 逸見 直光 090-4461-9266

３ 総務係長 浅山 太郎 090-5754-8980

４ 指導係長 須之部 大 090-7447-7327

５ 企画・広報担当 竹迫 昇治 090-9358-4035

６ 植物・施設管理担当 細田 友寛 090-4073-4891

７ 展示施設等管理担当 金井  孔 080-1823-1625
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別表２

自衛消防隊の編成と任務（本部隊）【平常・休日夜間】

本部隊の編成 火災（災害）時の任務 警戒宣言が発せられた時の任務

指揮・通報連絡班

班長

逸見 直光

補佐

竹迫 昇治

１ 隊長・副隊長の補佐

２ 自衛消防本部の設置

３ 地区隊への命令の伝達及び情報の

収集

４ 消防隊への情報の提供及び災害現

場への誘導

５ その他指揮系統上必要な事項

６ 消防機関への通報及び通報の確認

７ 館内の非常放送及び指示命令の伝

達

８ 関係者への連絡（緊急連絡一覧によ

る）

１ 報道機関等により警戒宣言

発令に関する情報を収集

し、本部長に連絡する。

２ 周辺地域の状況を把握す

る。

３ 放送設備、掲示板、携帯拡

声器により、在来者に対す

る周知を図る。

４ 食料品、飲料水、医薬品等

及び防災資材の確認をす

る。

５ 在館者の調査

６ その他

消火・安全防護班

班長

合田 健太郎

補佐

細田 友寛

補佐

金井 孔

１ 出火階に直行し、屋内消火栓による

消火作業に従事

２ 地区隊が行う消火作業への指揮・誘

導

３ 消防隊との連携及び補佐

４ 火災発生地区へ直行し、防火シャッ

ター、防火戸、防火ダンパー等の閉

鎖

５ 非常電源の確保、ボイラー等危険物

施設の供給運転停止

６ エレベーターの非常時の措置

建物構造、防火・避難設備、電

気、ガス、エレベーター、消防

設備等危険物の点検及び保安の

措置を講ずる。

避難誘導・応急救護班

班長

浅山 太郎

補佐

須之部 大

１ 出火場所及び周囲施設に直行し、

避難開始の指示命令の伝達

２ 非常口の開放及び開放の確認

３ 避難上障害となる物品の除去

４ 未避難者、要救助者の確認及び本

部への報告

５ ロープ等による警戒区域の設定

６ 応急救護所の設置

７ 負傷者の応急処置

８ 救急隊との連携、情報の提供

混乱防止を主体として、在館者及

び退館者の案内及び避難誘導を

行う。

館内への非常放送及び、指示命令

伝達、関係者への連絡を行う。

また、救急資材等の確認をする。

自衛消防隊本部長  緒方 京一 （自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う）

自衛消防隊長    中山 広美  （自衛消防隊本部長が不在の場合は、その任務を代行する）

自衛消防隊副隊長  竹明 昇   （隊長を補佐し、隊長が不在の場合はその任務を代行する）
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別表３

自衛消防隊の編成と任務（地区隊）【平常・休日夜間】

地区隊長 担当区域の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防隊（本部）への報告・連絡を行う。

※地区隊における各担当者の内、担当者が不在の場合は本部隊における各班の補佐役が各担当に配置する。

担当名 火災（災害）時の任務 警戒宣言が発せられた場合の任務

通報連絡担当 本部隊への指揮・連絡通報班に報告・連絡・相談及び隣

接各室への連絡

適正な情報を収集する。

消火担当 消火器等による初期消火及び本部隊消火班の補助 担当区域の転倒、落下防止措置

を講ずる

避難誘導担当 出火時における避難者の誘導 本部の指揮により、避難誘導を

行う

安全防護担当 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シ

ャッターの操作

消火担当の任務に同じ

救護担当 負傷者に対する応急処置 危険個所の補強、整備を行う

自
衛
消
防
隊
本
部
長 

 

緒
方

京
一

自
衛
消
防
隊
長 

 
 
 

中
山

広
美

自
衛
消
防
隊
副
隊
長 

 

竹
明

昇

本 
 

部 
 

隊

地区隊の編成

公園管理センター
本部隊直轄

消火担当
小林 静夫

あづみの学校地区隊長
東原 まり子

あづみの学校地区隊長
補佐 若宮 節

避難誘導担当
西澤 久美

安全防護担当
（※消火担当兼務）

救護担当
本多 由里子

通報・連絡担当
園田 美和

通報・連絡担当
白澤 美智

消火担当
稲葉 温

避難誘導担当
北浦 早苗

安全防護担当
二木 正文

救護担当
渡邉さとみ

中央口ゲート地区隊長
丸山 順子

穂高口ゲート地区隊長
飯塚 由佳

レストランあづみの
草野 悦子

須佐渡口ゲート
本部隊直轄

展望テラス
本部隊直轄

水辺の休憩所
本部隊直轄

野の休憩所
本部隊直轄

中央･穂高口地区隊長
補佐 渡部 芳恵
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口

堀
金

口

第
5
駐
車
場

堀
金

口

芝
生
広
場

ド
ッ
グ
ラ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
家

風
四

阿

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
コ
ー
ナ
ー

懐
か
し
の
風
景
エ
リ
ア
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乳
　
川

ア
ル
プ
ス
広
場

炊
事
棟

休
憩
棟
レ
ス
ト
ラ
ン

そ
ま
び
と
の
森

あ
づ
み
の
苑
地

大
草
原
の
家

駐
車
場

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー

入
口
広
場

彩
り
の
森

ア
ル
プ
ス
大
草
原

森
の
ゲ
ー
ト

森
の
体
験
舎

菅
の
沢
橋

河
畔
探
勝
エ
リ
ア

川
遊
び
・
乳
川
河
原
エ
リ
ア

み
ん
な
の
森
づ
く
り
エ
リ
ア

河
畔
探
勝
の
森

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
森
・
渓
流
エ
リ
ア

み
ん
な
の
森

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
森

ス
ポ
ー
ツ
と
遊
び
の
森

自
然
体
験
ゾ
ー
ン

レ
ン
タ
ル
棟

渓
流
ピ
ク
ニ
ッ
ク
広
場

デ
イ
キ
ャ
ン
プ
場

く
も
の
巣
遊
具

そ
ま
び
と
の
家

清
流
の
森

臨
時
駐
車
場

渓
流
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン

保
全
ゾ
ー
ン

林
間
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
ゾ
ー
ン

河
畔
広
場

い
き
も
の
の
森

横
溝
堰

林
間
ア
ス
レ
チ
ッ
ク

乳
川
・
川
遊
び
広
場

ス
ポ
ー
ツ
と
遊
び
の
森
入
口

渡
河
施
設

0
5
0
1
0
0

2
0
0

3
0
0
4
0
0

5
0
0
m

ス
ポ
ー
ツ
と
遊
び
の
森
エ
リ
ア

大
町
・
松
川
地
区
 
指
定
す
る
既
存
施
設

駐
車
場

南
口
臨
時
駐
車
場

れ
き
原
の
花
畑

空
中
回
廊

M
T
B
セ
ンタ
ー

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
エ
リ
ア

ポ
タ
リ
ン
グ
コ
ー
ス

テ
ク
ニ
カ
ル
ト
レ
イ
ル
コ
ー
ス

フ
ロ
ー
ト
レ
イ
ル
コ
ー
ス

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
売
店

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
売
店

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
売
店

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
売
店

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
売
店

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
売
店

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
売
店

休
憩
棟
レ
ス

休
憩
棟
レ
ス

休
憩
棟
レ
ス

休
憩
棟
レ
ス
ト
ラ
ト
ラ
ト
ラ
ン

休
憩
棟
レ
ス

休
憩
棟
レ
ス
ト
ラ
ン

運
営
維
持
管
理
業
務
対
象
区
域

収
益
施
設

指
定
す
る
既
存
施
設

指
定
す
る
既
存
施
設

指
定
す
る
既
存
施
設
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